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〇　新学習指導要領による新しい学習評価について
　　ＰＴＡ広報誌（7月発行）でもお知らせしておりましたが、今年度からは中学校で新学習指導要領
が完全実施となり、新しい観点別評価・評定が行われています。これに合わせて通知表もこれま
での評価と異なる点があります。これまでは、各教科で４～５つの観点がありましたが、今回の改
訂により、「教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力の３つの柱に基づいて再整理」されま
した。

　　ア：何を理解しているか，何ができるか （生きて働く「知識・技能」の習得）
イ：理解していること・できることをどう使うか（未知的状況にも対応できる「思考力・判断力・表
現力等」の育成）

ウ：どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする
「学びに向かう力・人間性等」の涵養）

　　この３つの観点「知識・技能」「思
考・判断・表現」「主体的に学習
に取り組む態度」について、そ
れぞれＡ：十分満足できる　Ｂ：
おおむね満足できる　Ｃ：努力を
要する　の３段階で評価し、これ
を基に校内の統一基準で５～１
の５段階評定を行っています。
それぞれの観点の評価の仕方

についてもこれまでとは違った工
夫が必要になり、職員研修等でも
確認しながら、「教師の指導改善
につながる」「生徒の学習改善に
つながる」評価を目指し、「これま
での評価方法の必要性・妥当性
の見直し」を行っています。
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〇　生徒総会での協議～その後のあいさつ運動
７月２日（金）の生徒総会で協議した、よりよい「あいさつ」について、佐々中学校の現状と生徒

たちや先生方の意見を踏まえ、生徒会を中心にさらに呼びかけや活動を活発に行っています。
その結果、４月～６月の状況に比べ、生徒総会後の７月はあいさつの状況は目に見えて良くなっ
ていることが実感できます。笑顔で気持ち良いあいさつ、立ち止まって丁寧なあいさつ、さわやか



なあいさつができる生徒が増えています。とてもうれしい事です。

〇　６組の取組　夏野菜等の栽培と販売
　　給食室裏手にある小さな畑では、６組の生徒　が中心となってキュウリや
ナス、ミニトマトなどの夏野菜の栽培を行っています。毎日の水やりや雑
草ぬき、支柱の管理などを熱心に行い、収穫します。これと併せて１学期
に作成したお祝い袋や箸袋、クリップ等の作品を先生方に販売しました。
生産、収穫、販売、収益といった流れを体験し、いろいろな方とのコミュニ
ケーションを行いながら社会生活に必要な学習を行っています。

〇　講師を招いてQU活用研修会を行いました
　　７月１６日（金）の放課後に、本校図書室にて職員研修会～QU研修
を行いました。講師は長崎大学大学院の内野成美先生にお願いしまし
た。生徒に実施したQUテストの結果から、学級の状況を把握し、一人
一人に必要な教育的支援のポイントをデータから読み取り、いろいろな
視点から生徒理解ができるよう勉強しました。専門家からの貴重なアド
バイスや指導を受け、よりよい学級経営や教育支援に役立てたいと思
います。
また、この研修は、佐々小・口石小ともリモートで接続し、中継しました。

〇　フリースペース『なずな』のご紹介
　　今年度、佐々町にも不登校のためのフリースペースが誕生しました。（生徒を通してプリントを配
布済み）　毎週、月・木曜日の１３時～１６時に佐々町総合福祉センター２階大広間で開設されて
います。
ご利用をご検討の方は、直接または担任、学校へご相談ください。一緒によりよい支援を考え

ていきたいです。


